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１．被災地支援に係る緊急対応時の取り扱いについて 

 今回の地震を受け、３月 11 日付けで事務連絡「社会福祉施設における緊急的対応につ

いて（依頼）」が厚生労働省社会・援護局福祉基盤課からだされ、緊急的対応として、被

災地や周辺の社会福祉施設における定員を超えた要援護者の受け入れや、福祉避難所の設

置についての協力依頼がなされています。 
 また、３月 15 日付けの事務連絡「「東北地方太平洋沖地震」による社会福祉施設等に対

する介護職員等の派遣依頼について」により、被災地における介護職員等の不足に対し、

その派遣協力に向けた調査が行われています。 
 これらを受けて、各地の社会福祉施設では施設運営に支障のない範囲で可能な限りの対

応をご検討いただいているところです。このような状況のなか、全社協・社会福祉施設協

議会連絡会では関係種別協議会会長の連名により、これらの取り組みにあたっては各社会

福祉施設の判断を尊重していただきたいこと、あわせて、人員配置をはじめとする最低基

準の取り扱いについて、所轄庁が画一的な運用、指導を行うことがないよう厚生労働省に

要望しました。 

 
 なお、被災地に派遣している全社協職員から、多くの社会福祉法人が物的・人的に甚大

な被害を受けており、所定の役員会開催や登記手続ができないことに対する懸念が複数の

関係者から指摘されたとの報告を受け、社会福祉法人を所管する厚生労働省社会・援護局

福祉基盤課とその取り扱いについて意見交換を行いました。引き続き、その対応について

協議していきます。 

 
 

２．緊急援助物資を輸送 

 3 月 18 日、全国経営協では、岩手、宮城、福島の 3 県に設置した支援拠点に食糧等の

生活物資を送り届けました。今回の援助物資は、インスタントラーメンや野菜といった食

糧品のほか、カセットコンロやトイレットペーパー等の生活用品等、2 トントラック 3 台

分です。社会福祉法人成光苑と社会福祉法人こうほうえんの職員が中心となって輸送にあ

たり、物資の調達は社会福祉法人長岡福祉協会が行いました。 
 また、19 日から 20 日にかけては白米 150 俵（1 県あたり 50 俵）を送り届けることと

しています。 



 
 なお、現時点では被災地におけるガソリン等の燃料不足が解消しておらず、集積した物

資を各被災地域に送り届けることが非常に難しい状況です。また、輸送にあたる車両や人

材も充分ではなく、全国経営協では、燃料不足の解消など現地の状況を確認しながら、早

期の体制整備に向けた取り組みを進めていくこととしています。 
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